
糸魚川市大町で大規模火災が発生
排水ポンプ車等による緊急支援状況

（第４報） ※下線部が今回の新しい情報です
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高田河川国道事務所は、糸魚川市大町で発生した大規模火災に関し
て、糸魚川市消防本部の要請を受け、排水ポンプ車４台他による緊急
支援を実施しています。
２３日８：３０現在での支援内容等は以下のとおりです。

１．体 制

高田河川国道事務所支部 12月22日 13時10分「警戒体制」発令

国道８号 糸魚川市寺町交差点～横町交差点の通行止めを、２３日９：００
に解除します。
なお、現地消防活動のため、通行の際は、現地の指示にしたがって、通行
願います。

２．リエゾンの派遣
糸魚川市役所 １名 糸魚川地域振興局 １名 計２名派遣

３．災害対策機械の派遣
糸魚川市消防本部からの要請により
排水ポンプ車 ４台 出動（１台：稼働中、３台：待機中（糸魚川市内））
照明車 ８台 出動（８台：待機中（糸魚川市内））

４．北陸自動車道 親不知IC～能生IC間 代替路（無料）措置の終了
２２日１７：３０より実施していた北陸自動車道 親不知ＩＣ⇔能生ＩＣ内

のＩＣ相互間を通行した場合の通行料金を徴収しない措置については、国道８
号の通行止めの解除により、２３日 ９:００ で終了します。


